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  平成３１年度税制改正大綱においては、「現在、電気供給業、ガス供

給業及び保険業については、収入金額による外形標準課税が行われて

いる。今後、法人事業税における収入金額課税全体としてのあり方を

踏まえながら、小売全面自由化され 2020年に法的分離する電気供給業

及びガス供給業における新規参入の状況とその見通し、行政サービス

の受益に応じた負担の観点、地方財政や個々の地方公共団体の税収に

与える影響等も考慮しつつ、これらの法人に対する課税の枠組みに、

付加価値額及び資本金等の額による外形標準課税を組み入れていくこ

とについて、引き続き検討する。」とされ、今後の検討事項に位置づけ

られている。 

しかしながら、収入金額課税は、受益に応じた負担を求める課税方式

として確立し、都道府県の安定的な財源として機能してきており、仮に

収入金額課税が廃止された場合、全国で 1,500億円以上の減収になると

見込まれる。 

電力の小売自由化が始まったが、現状は完全な自由市場の状況である

とはいえず、大手電力会社等による事実上の独占状態は継続している。

このような状況において、行政サービスの質や量が変化しないにもかか

わらず、法人事業税額が大きく変動することは、原発立地道県をはじめ

とした地方財政への影響が大きく、地域の行政サービスに支障をきたす

ことになる。 

以上のことから、電気供給業に係る収入金額課税を堅持するよう強く

要請する。 
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